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重要事項説 明 書 

（通所介護・予防専門型通所サービス） 

 

 あなたに対する居宅サービス提供開始にあたり、厚生省令第３７号第 8 条に基づいて、当事業

者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人名古屋ライトハウス 

法人所在地 名古屋市昭和区川名本町１－２ 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代表者氏名 理事長 山本 保 

電 話 番 号 （０５２）７５１－１２６８ 

 

２ 利用施設 

施設の名称 瀬古マザー園 デイサービスセンター 

施設の所在地 名古屋市守山区瀬古二丁目 301 番地 

施 設 長 名 園長 近藤 健弘 

電 話 番 号 （０５２）７９２－５５５６ 

ＦＡＸ番号 （０５２）７９２－５６４８ 

 

３ 利用施設であわせて実施する事業 

 

４ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 利用者が要介護状態等又は要支援状態となった場合においても、可能な限り居宅において、

その有する能力時応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な通所介護及び介護予

防通所介護サービスを提供するものとする。 

 

 

 

事業の種類 
愛知県知事の事業所指定 

利用定員 
名古屋市

基準該当 指定年月日 事業番号 

施設 特別養護老人ホーム 平成 12 年 4 月 1 日 2371300118 60 人 該当 

居宅 

通所介護（一般型） 平成 12 年 4 月 1 日 2371300381 30 人 〃 

介護予防通所介護 平成 18 年 4 月 1 日 2371300381 30 人 〃 

短期入所生活介護 平成 12 年 4 月 1 日 2371300399 4 人 〃 

介護予防短期入所生活介護 平成 18 年 4 月 1 日 2371300399 4 人 〃 

居宅介護支援事業 平成 12年 1月 28日 2371300209 － － 

盲養護老人ホーム － － 50 人 － 
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運営の方針 

 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努め、地域との結び付き

を重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

５ 施設の概要 

（１）施設および建物 

敷 地 面 積 ５，７７０．０６㎡ 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建 

延 面 積 ３，８９６．３４５㎡ 

利用定員 ３０人 

（２）主な設備 

設備の種類 数 面積 備考 

食   堂 １室 １９２．１４７㎡  

機能訓練室 １室 ４６．０７９㎡  

一 般 浴 室 １室 ４７．２２６㎡  

機 械 浴 室 １室 ３６．７５０㎡ 特殊浴槽２台 

相 談 室 １室 １８．７６２㎡  

休 養 室 1 室 ８９．３７３㎡  

（注）各部屋の配置ならびに構造については別添のパンフレットをご参照ください。 

 

６ 職員体制（主たる職員） 

職員の種類 員数 

区  分 
事業者の

指定基準 
保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長 １  １   １ 社会福祉主事 

生活相談員 7 1 2  4 ２ 介護福祉士 

介護職員 7 0 2 2 3 ４ 介護福祉士・ヘルパー２級 

看護職員 3    3 ２ 看護師 

機能訓練指導員 3    3 １ 看護師 

 

７ 職員の勤務体制 

職員の職種 勤 務 体 制 休 暇 

施設長 正規の勤務時間帯(８：50～17:30)常勤で勤務 ４週７休 

生活相談員 正規の勤務時間帯(8：25～17:15)常勤で勤務 ４週７休 

機能訓練指導員 正規の勤務時間帯(8：25～17:15)常勤で勤務 ４週７休 

介護職員 正規の勤務時間帯(8：25～17:15)常勤で勤務 ４週７休 

看護職員 正規の勤務時間帯(８：55～16：55)常勤で勤務 

サービス提供時間帯には必ず１名は勤務します 

４週７休 
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８ 営業日および営業時間 

営 業 日 月、火、水、木、金、土曜日 

営 業 時 間 午前 ８：３０～午後 ５：２０ 

サービス提供時間 午前 ９：２０～午後 ４：３０ 

休   業   日 日曜日及び年末年始(12/30～1/3) 

 

9 通常の事業の実施区域 

 通所の事業の実施区域は、守山区、北区、春日井市の区域とする 

 

10 施設サービスの概要 

（１）給付サービス（通所介護・予防介護通所介護・予防専門型サービス共通） 

種 類 内  容 利用料 

食事の介助 栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体の状況お

よび嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間）１２：００～１３：００ 

 

介護報酬の告示

上の額（法定代理

受領の場合は居

宅介護サービス

基準額の法に定

める利用者負担

割合による利用

料、法定代理受領

でない場合は、居

宅介護サービス

基 準 相 当 額 で

す。)ただし、食

材費は、給付対象

外です。 

排泄の介助 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の

自立についても援助します。 

健康管理 利用者の体温、血圧、脈拍等を測定し、健康管理に努めます。 

体調に急変が生じたときは、速やかに主治医または協力医療

機関と連絡を取る等必要な措置を講じます。 

相談および 

援助 

当施設は、利用者およびその家族からのいかなる相談につい

ても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努

めます。 

（相談窓口）生活相談員 稲澤 江利子 

送  迎 身体状況等一定の基準に該当する方で、自分で来所が困難な

方は、リフト付きの送迎車で送迎を行います。 

 

  （通所介護のみ） 

 

  （介護予防通所介護のみ） 

運動器機能 

向上 

個々の身体状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて

作成された計画に基づき、日常生活上の課題に応じ行います 

上記に同じ 

 

 

入浴の介助 身体上に障害があり一般浴槽では、入浴できない方には、特

殊浴槽を用いての入浴も行います。 

上記に同じ 

個別機能訓練Ⅰ 

（イ） 

機能訓練指導員（所有資格：看護師）による利用者の自立支

援と日常生活の充実を目指し、心身の状況に応じた機能訓練

を行います。 



通所介護・介護予防通所介護重要事項説明書        NO-F-069-14(1/6) 

（２）利用料 

  利用料の詳細については別紙添付 

（サービスコード表 1-1）（利用料表 1-2） 

 

 

（３）給付外サービス 

サービスの種類 内  容 利用料 

特別な送迎  当施設の事業実施区域外の方について、送迎を希

望の方にリフト付きの送迎車で送迎を実施します。 

事業実施区外から片道

１㎞について４０円 

食事の提供  栄養士による食材の検収により、新鮮で安価な食

材を提供します。 

１日６００円 

オムツ等  オムツが必要な方は、当施設にてオムツを提供し

ます。（ご持参いただいても良いです。） 

紙ﾊﾟﾝﾂ 1 枚 150 円 

尿取りﾊﾟｯﾄﾞ1枚30円 

日常生活用品  日常生活において、通常必要となるものにかかる

用品は、基本的に提供します。 

実費 

レクリエーショ

ン行事 

 当施設では、別添記載の施設行事に沿ってレクリ

エーション行事を企画します。 

施設外レクリエーショ

ンについて実費（交通

費、入場料等） 

 

１１ キャンセル料 

キャンセル日 キャンセル料 

利用期間中 実費相当額 

利用開始当日 実費相当額 

利用開始２日前から前日まで 実費相当額 

 

１２ 苦情受付窓口 

苦情申立窓口 窓口担当者 生活相談員 稲澤 江利子  

利用時間  毎日午前９時～午後５時 

利用方法  電  話 （０５２）７９２－５５５６ 

      ファックス（０５２）７９２－５６４８ 

      郵送、もしくは１階デイサービス前のご意見箱に 

投書していただいても結構です 

苦情申立機関 愛知県国民健康保険団体連合会介護保険課 介護サービス相談室 

   電話（０５２）９７１－４１６５ 

健康福祉局 介護保険課 東桜分室  

   電話（０５２）９５９－３０８７ 

第三者委員 社福)名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情相談センター 

利用時間 月曜日から金曜日 9 時～12 時･13 時～17 時(祝日･年末年始

除く) 

 電話 （０５２）９１０－７９７６／ﾌｧｯｸｽ（０５２）９１０－７９７７ 
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１３ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「瀬古マザー園消防計画」にのっとり対応します。 

平常時の訓練等 別途定める「瀬古マザー園消防計画」にのっとり年３回夜間および昼間を

想定した避難訓練を瀬古マザー園として実施、デイサービス利用者の方も

参加して実施してます。 

防災設備 スプリンクラー、非常階段、自動火災報知器、誘導灯、ガス漏れ報知器、

防火扉、屋内消火栓、漏電火災報知器、非常用電源等設備しています。 

カーテン、布団等は、防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 消防署への届出日  令和 2 年 3 月 31 日 

防火管理者  事務員 鈴木 知之 

 

１４ 当施設利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 施設内の居室や設備は本来の用法にしたがって利用してください。これに

反した利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

喫煙・飲食 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

飲酒はできません。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

所持金等の管理 原則として利用者本人で管理してください。お手伝いはします。 

宗教活動・政治活動 施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動についてはご遠慮く

ださい。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みはお断りします。 

 

 私は、本書面に基づいて乙の職員（職名 生活相談員  氏名 稲澤 江利子 ）から上記重

要事項の説明を受け、また、内容について同意いたします。 

 

 

令和    年   月   日 

 

利用者  住 所  

 

  氏 名      

 

代筆      氏 名                  

 

家族代表 住 所  

 

  氏 名      

 

  続 柄 

 


